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　「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」は
、高
校
、短

大
、大
学
、専
修
学
校
、各
種
学
校
や

外
国
の
高
校
、大
学
等
に
入
学
・
在
学

す
る
お
子
さ
ん
が
い
る
ご
家
庭
を
対

象
と
し
た
公
的
な
融
資
制
度
で
す
。

融
資
額
　
お
子
さ
ん
１
人
に
つ
き

　
３
５
０
万
円
以
内

金
利
　
年
２
・
25
％

　※

母
子
家
庭
の
方
な
ど
は
年
１
・
85
％

　（
令
和
５
年
10
月
２
日
現
在
）

返
済
期
間
　
18
年
以
内

　
詳
し
く
は
、「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」

で
検
索
す
る
か
、左
記
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
教
育
ロ
ー
ン
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
５
７
０―

０
０
８
６
５
６

　
　（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　
☎
０
３―

５
３
２
１―

８
６
５
６

　
４
月
１
日
以
降
、不
動
産
を
相
続

し
た
場
合
は
、そ
の
取
得
を
知
っ
た

日
か
ら
３
年
以
内
に
相
続
登
記
の

申
請
を
す
る
こ
と
が
義
務
に
な
り

ま
す
。４
月
１
日
よ
り
前
に
不
動
産

を
相
続
し
、そ
の
取
得
を
知
っ
て
い

た
場
合
も
対
象
で
す
。　

　
相
続
未
登
記
の
不
動
産
が
な
い

か
を
確
認
し
て
、今
か
ら
備
え
ま

し
ょ
う
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
長
野
地
方
法
務
局
上
田
支
局

　
☎
２
３―

２
０
０
１

　　
日
本
司
法
書
士
会
連
合
会
お
よ

び
全
国
の
司
法
書
士
会
で
は
、相
続

に
関
し
て
の
無
料
相
談
会
を
開
催

し
ま
す
。

日
時
　
２
月
17
日（
土
）

　
　
　
午
前
10
時
〜
午
後
４
時

相
談
料
　
無
料

相
談
方
法
　

■
面
談
で
の
相
談

会
場
　
上
田
市
勤
労
者
福
祉
セ
ン

　
タ
ー（
受
付
：
２
階
第
２
会
議
室
）

相
談
時
間
　
30
分
以
内

事
前
予
約
　
必
要

予
約
方
法

　長
野
県
司
法
書
士
会

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
予
約
フ
ォ
ー

　
ム
か
ら
お
申
込
み
い
た
だ
く
か
、

　
長
野
県
司
法
書
士
会
事
務
局
へ

　
お
電
話（
☎
０
２
６―

２
３
２―

　
７
４
９
２
）　
く
だ
さ
い
。

予
約
受
付
期
間

　１
月
19
日（
金
）

　
午
前
９
時
〜
２
月
16
日（
金
）午

　
後
４
時（
土
日
祝
日
は
除
く
）

■
電
話
で
の
相
談

事
前
予
約

　不
要

電
話
番
号
　

　
☎
０
１
２
０―

３
３
９―

２
７
９

■
Ｗ
Ｅ
Ｂ
で
の
相
談

相
談
方
法

　Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
を
使
用

事
前
予
約
　
必
要

予
約
方
法
　
長
野
県
司
法
書
士
会

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
予
約
フ
ォ
ー

　
ム
か
ら
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

予
約
受
付
期
間

　１
月
19
日（
金
）

　
午
前
９
時
〜
２
月
16
日（
金
）午

　
後
４
時

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
長
野
県
司
法
書
士
会

　
☎
０
２
６―

２
３
２―

７
４
９
２

　
長
野
県
司
法
書
士
会
で
は
、相
続

登
記
に
つ
い
て
無
料
で
相
談
に
応

じ
ま
す
。

日
時
　
２
月
１
日（
木
）〜
29
日（
木
）

　
　
　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

　
　
　（
土
日
祝
日
を
除
く
）

場
所

　県
内
各
司
法
書
士
事
務
所

　※

必
ず
事
前
に
電
話
で
お
問
い

　
　
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

相
談
料
　
無
料

　
各
司
法
書
士
事
務
所
に
つ
い
て

は
、長
野
県
司
法
書
士
会
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
長
野
県
司
法
書
士
会

　
☎
０
２
６―

２
３
２―

７
４
９
２

　
千
曲
・
坂
城
地
域
自
立
支
援
協
議

会  

さ
ん
・
さ
ん
ネ
ッ
ト
部
会
で
は
、

坂
城
町
と
千
曲
市
在
住
ま
た
は
在

勤
の
障
が
い
者（
児
）の
方
々
の
作

品
を
展
示
す
る
合
同
作
品
展
を
開

催
し
ま
す
。ぜ
ひ
、こ
の
機
会
に
ご

来
場
く
だ
さ
い
。

日
時
・
会
場

①
１
月
16
日（
火
）午
後
１
時
〜

　
　
　
　
　
　
　
24
日（
水
）正
午

　
戸
倉
創
造
館

②
２
月
１
日（
木
）午
後
１
時
〜

　
　
　
　
　
15
日（
木
）午
後
５
時

　
千
曲
市
役
所
１
階
ガ
レ
リ
ア

内
容

　
個
人
作
品
・
団
体
作
品
・
共
同
作

　
品
の
展
示（
両
会
場
と
も
同
じ
内

　
容
の
展
示
で
す
。）

鑑
賞
料
　
無
料

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
千
曲
・
坂
城
障
が
い
者（
児
）基

　
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
２
６―

２
７
５―

０
５
４
８

　　
坂
城
町
消
防
団
出
初
式
で
は
、消

防
団
・
婦
人
消
防
隊
・
幼
年
消
防
ク

ラ
ブ
に
よ
る
街
頭
行
進
の
ほ
か
、消

防
署
・
消
防
団
の
車
両
の
行
進
を
行

な
い
ま
す
の
で
、防
寒
対
策
の
上
、皆

さ
ん
の
観
覧
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

期
日
　
１
月
14
日（
日
）

街
頭
行
進
　
午
前
９
時
20
分
〜

　
　
　
　
　
逆
木
通
り
　

※

午
前
８
時
45
分
か
ら
10
時
ま
で
、

逆
木
通
り
が
全
面
通
行
止
め
に

な
り
ま
す
の
で
、ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

式
典
　
午
前
10
時
〜

　
　
　
町
体
育
館

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
住
民
環
境
課
生
活
安
全
係

　
☎
８
２―

３
１
１
１（
内
線
１
２
４
）

　
直
通
７
５―

６
２
０
４

　　
納
期
限
ま
で
に
最
寄
り
の
金
融
機

関
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
で
納
め
て

く
だ
さ
い
。（
介
護
保
険
料
は
コ
ン

ビ
ニ
で
は
納
付
で
き
ま
せ
ん
。）

　
口
座
振
替
は
、１
月
31
日（
水
）に

指
定
口
座
か
ら
振
替
を
し
ま
す
の
で
、

振
替
日
前
日
ま
で
に
残
高
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

　
納
付
方
法
や
口
座
の
変
更
を
希
望

さ
れ
る
場
合
は
、１
月
22
日（
月
）ま

で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。（
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
は
次
の
期
か
ら
の
振
替
に
な
り

ま
す
。）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
総
務
課
収
納
推
進
係

　
☎
８
２―

３
１
１
１（
内
線
１
４
２
）

　
直
通
７
５―

６
２
０
６

　
町
で
は
、商
工
業
振
興
施
策
と
し

て
、町
内
事
業
所
が
事
業
用
資
産
を

取
得
し
た
場
合
に
、固
定
資
産
税
相

当
額（
新
設
の
機
械
及
び
増
設
の
場

合
は
１
０
０
万
円
が
限
度
）を
補
助

金
と
し
て
交
付
し
ま
す
。

補
助
対
象
条
件

◯
令
和
５
年
中
に
取
得
し
た
資
産

◯
耐
用
年
数
３
年
以
上
の
固
定
資
産

税
課
税
対
象
資
産（
３
年
未
満
の

償
却
資
産
は
除
く
）

◯
公
害
発
生
の
無
い
資
産
及
び
施
設

◯
町
税
の
未
納
が
な
い
も
の

◯
指
定
施
設
以
外
は
中
小
企
業
基
本

法
第
２
条
の
中
小
企
業
を
対
象

（
工
業
に
つ
い
て
は
従
業
員
数
２

０
０
人
以
下
に
限
る
）

申
請
期
限
　
１
月
31
日（
水
）

提
出
書
類

◯
申
請
書

◯
取
得
資
産
明
細
書

◯
公
害
防
止
に
関
す
る
概
要
書

◯
取
得
資
産
の
設
置
図（
建
物
の
場

合
は
位
置
図
な
ど
）

◯
指
定
施
設
の
場
合
は
、右
記
の
他

に
支
払
い
を
証
す
る
書
類
、施
設

の
概
要
及
び
効
果
に
関
す
る
書
類

※

様
式
な
ど
は
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
、ま
た
は
左

記
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◎
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　
商
工
農
林
課
商
工
観
光
係

　
☎
８
２―

３
１
１
１（
内
線
１
５
３
）

　
直
通
７
５―

６
２
０
７

　
昨
年
10
月
に
実
施
さ
れ
た
長
野
県

地
域
最
低
賃
金
の
改
正
に
続
い
て
、

長
野
県
内
の
特
定
の
産
業
で
働
く
労

働
者
に
適
用
さ
れ
る「
特
定（
産
業

別
）最
低
賃
金
」に
つ
い
て
も
改
正

さ
れ
ま
し
た
。

　
詳
し
く
は
、長
野
労
働
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、左
記

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

 

・
長
野
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

　
☎
０
２
６―

２
２
３―

０
５
５
５

 

・
長
野
労
働
基
準
監
督
署

　
☎
０
２
６―

２
２
３―

６
３
１
０

　
毎
年
こ
の
日
を
中
心
と
し
、全
国

的
に
文
化
財
防
火
運
動
が
展
開
さ
れ

ま
す
。町
内
で
も
、県
宝
旧
格
致
学

校
校
舎
な
ど
で
消
火
訓
練
や
通
報
訓

練
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
貴
重
な
文
化
財
を
火
災
の
被
害
か

ら
守
る
た
め
に
は
、所
有
者
・
管
理
者

の
努
力
だ
け
で
は
な
く
、地
域
の
皆

さ
ん
の
ご
協
力
が
必
要
で
す
。日
頃

よ
り
の
防
災
意
識
に
加
え
、周
辺
文

化
財
へ
の
ご
配
意
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
文
化
財
セ
ン
タ
ー

　
☎
８
２―

１
１
０
９

《
第
５
回
自
衛
官
候
補
生
》

資
格
　
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
者

受
付
期
限

　２
月
19
日（
月
）

試
験
日
　
Ｗ
Ｅ
Ｂ
試
験
：
２
月
25
日

　（
日
）〜
27
日（
火
）　
ほ
か

※

試
験
の
詳
細
は
左
記
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
自
衛
隊
長
野
地
方
協
力
本
部

　
☎
０
２
６―

２
３
５―

６
０
２
６

　
蜜
蜂
を
飼
育
さ
れ
る
方
は
趣
味
を

含
め
、毎
年
１
月
末
ま
で
に
、長
野

地
域
振
興
局
へ
養
蜂
振
興
法
第
３
条

の
規
定
に
も
と
づ
く「
蜜
蜂
飼
育
届
」

の
提
出
が
必
要
で
す
。蜜
蜂
飼
育
届

（
様
式
）は
、長
野
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。飼

育
場
所
の
地
番
が
わ
か
ら
な
い
場
合

は
、飼
育
場
所
を
示
し
た
地
図
を
添

付
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先

　
長
野
農
業
農
村
支
援
セ
ン
タ
ー
農

業
農
村
振
興
課

　
☎
０
２
６―

２
３
４―

９
５
１
４

　

国
民
健
康
保
険
税（
第
７
期
）

介
護
保
険
料（
第
７
期
）

納
期
限
は
１
月
31
日（
水
）

日
本
政
策
金
融
公
庫

▲令和４年度の様子

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら

相
続
登
記
の
申
請
義
務
化
に
向
け
た
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　坂城町指令28－227号

木くずチップ工場へのお問い合わせ

長野県埴科郡坂城町大字網掛1372-12
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　「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」は
、高
校
、短

大
、大
学
、専
修
学
校
、各
種
学
校
や

外
国
の
高
校
、大
学
等
に
入
学
・
在
学

す
る
お
子
さ
ん
が
い
る
ご
家
庭
を
対

象
と
し
た
公
的
な
融
資
制
度
で
す
。

融
資
額
　
お
子
さ
ん
１
人
に
つ
き

　
３
５
０
万
円
以
内

金
利
　
年
２
・
25
％

　※

母
子
家
庭
の
方
な
ど
は
年
１
・
85
％

　（
令
和
５
年
10
月
２
日
現
在
）

返
済
期
間
　
18
年
以
内

　
詳
し
く
は
、「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」

で
検
索
す
る
か
、左
記
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
教
育
ロ
ー
ン
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
５
７
０―

０
０
８
６
５
６

　
　（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　
☎
０
３―

５
３
２
１―

８
６
５
６

　
４
月
１
日
以
降
、不
動
産
を
相
続

し
た
場
合
は
、そ
の
取
得
を
知
っ
た

日
か
ら
３
年
以
内
に
相
続
登
記
の

申
請
を
す
る
こ
と
が
義
務
に
な
り

ま
す
。４
月
１
日
よ
り
前
に
不
動
産

を
相
続
し
、そ
の
取
得
を
知
っ
て
い

た
場
合
も
対
象
で
す
。　

　
相
続
未
登
記
の
不
動
産
が
な
い

か
を
確
認
し
て
、今
か
ら
備
え
ま

し
ょ
う
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
長
野
地
方
法
務
局
上
田
支
局

　
☎
２
３―

２
０
０
１

　　
日
本
司
法
書
士
会
連
合
会
お
よ

び
全
国
の
司
法
書
士
会
で
は
、相
続

に
関
し
て
の
無
料
相
談
会
を
開
催

し
ま
す
。

日
時
　
２
月
17
日（
土
）

　
　
　
午
前
10
時
〜
午
後
４
時

相
談
料
　
無
料

相
談
方
法
　

■
面
談
で
の
相
談

会
場
　
上
田
市
勤
労
者
福
祉
セ
ン

　
タ
ー（
受
付
：
２
階
第
２
会
議
室
）

相
談
時
間
　
30
分
以
内

事
前
予
約
　
必
要

予
約
方
法

　長
野
県
司
法
書
士
会

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
予
約
フ
ォ
ー

　
ム
か
ら
お
申
込
み
い
た
だ
く
か
、

　
長
野
県
司
法
書
士
会
事
務
局
へ

　
お
電
話（
☎
０
２
６―

２
３
２―

　
７
４
９
２
）　
く
だ
さ
い
。

予
約
受
付
期
間

　１
月
19
日（
金
）

　
午
前
９
時
〜
２
月
16
日（
金
）午

　
後
４
時（
土
日
祝
日
は
除
く
）

■
電
話
で
の
相
談

事
前
予
約

　不
要

電
話
番
号
　

　
☎
０
１
２
０―

３
３
９―

２
７
９

■
Ｗ
Ｅ
Ｂ
で
の
相
談

相
談
方
法

　Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
を
使
用

事
前
予
約
　
必
要

予
約
方
法
　
長
野
県
司
法
書
士
会

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
予
約
フ
ォ
ー

　
ム
か
ら
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

予
約
受
付
期
間

　１
月
19
日（
金
）

　
午
前
９
時
〜
２
月
16
日（
金
）午

　
後
４
時

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
長
野
県
司
法
書
士
会

　
☎
０
２
６―

２
３
２―

７
４
９
２

　
長
野
県
司
法
書
士
会
で
は
、相
続

登
記
に
つ
い
て
無
料
で
相
談
に
応

じ
ま
す
。

日
時
　
２
月
１
日（
木
）〜
29
日（
木
）

　
　
　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

　
　
　（
土
日
祝
日
を
除
く
）

場
所

　県
内
各
司
法
書
士
事
務
所

　※

必
ず
事
前
に
電
話
で
お
問
い

　
　
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

相
談
料
　
無
料

　
各
司
法
書
士
事
務
所
に
つ
い
て

は
、長
野
県
司
法
書
士
会
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
長
野
県
司
法
書
士
会

　
☎
０
２
６―

２
３
２―

７
４
９
２

　
千
曲
・
坂
城
地
域
自
立
支
援
協
議

会  

さ
ん
・
さ
ん
ネ
ッ
ト
部
会
で
は
、

坂
城
町
と
千
曲
市
在
住
ま
た
は
在

勤
の
障
が
い
者（
児
）の
方
々
の
作

品
を
展
示
す
る
合
同
作
品
展
を
開

催
し
ま
す
。ぜ
ひ
、こ
の
機
会
に
ご

来
場
く
だ
さ
い
。

日
時
・
会
場

①
１
月
16
日（
火
）午
後
１
時
〜

　
　
　
　
　
　
　
24
日（
水
）正
午

　
戸
倉
創
造
館

②
２
月
１
日（
木
）午
後
１
時
〜

　
　
　
　
　
15
日（
木
）午
後
５
時

　
千
曲
市
役
所
１
階
ガ
レ
リ
ア

内
容

　
個
人
作
品
・
団
体
作
品
・
共
同
作

　
品
の
展
示（
両
会
場
と
も
同
じ
内

　
容
の
展
示
で
す
。）

鑑
賞
料
　
無
料

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
千
曲
・
坂
城
障
が
い
者（
児
）基

　
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
２
６―

２
７
５―

０
５
４
８

　　
坂
城
町
消
防
団
出
初
式
で
は
、消

防
団
・
婦
人
消
防
隊
・
幼
年
消
防
ク

ラ
ブ
に
よ
る
街
頭
行
進
の
ほ
か
、消

防
署
・
消
防
団
の
車
両
の
行
進
を
行

な
い
ま
す
の
で
、防
寒
対
策
の
上
、皆

さ
ん
の
観
覧
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

期
日
　
１
月
14
日（
日
）

街
頭
行
進
　
午
前
９
時
20
分
〜

　
　
　
　
　
逆
木
通
り
　

※

午
前
８
時
45
分
か
ら
10
時
ま
で
、

逆
木
通
り
が
全
面
通
行
止
め
に

な
り
ま
す
の
で
、ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

式
典
　
午
前
10
時
〜

　
　
　
町
体
育
館

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
住
民
環
境
課
生
活
安
全
係

　
☎
８
２―

３
１
１
１（
内
線
１
２
４
）

　
直
通
７
５―

６
２
０
４

　　
納
期
限
ま
で
に
最
寄
り
の
金
融
機

関
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
で
納
め
て

く
だ
さ
い
。（
介
護
保
険
料
は
コ
ン

ビ
ニ
で
は
納
付
で
き
ま
せ
ん
。）

　
口
座
振
替
は
、１
月
31
日（
水
）に

指
定
口
座
か
ら
振
替
を
し
ま
す
の
で
、

振
替
日
前
日
ま
で
に
残
高
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

　
納
付
方
法
や
口
座
の
変
更
を
希
望

さ
れ
る
場
合
は
、１
月
22
日（
月
）ま

で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。（
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
は
次
の
期
か
ら
の
振
替
に
な
り

ま
す
。）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
総
務
課
収
納
推
進
係

　
☎
８
２―

３
１
１
１（
内
線
１
４
２
）

　
直
通
７
５―

６
２
０
６

　
町
で
は
、商
工
業
振
興
施
策
と
し

て
、町
内
事
業
所
が
事
業
用
資
産
を

取
得
し
た
場
合
に
、固
定
資
産
税
相

当
額（
新
設
の
機
械
及
び
増
設
の
場

合
は
１
０
０
万
円
が
限
度
）を
補
助

金
と
し
て
交
付
し
ま
す
。

補
助
対
象
条
件

◯
令
和
５
年
中
に
取
得
し
た
資
産

◯
耐
用
年
数
３
年
以
上
の
固
定
資
産

税
課
税
対
象
資
産（
３
年
未
満
の

償
却
資
産
は
除
く
）

◯
公
害
発
生
の
無
い
資
産
及
び
施
設

◯
町
税
の
未
納
が
な
い
も
の

◯
指
定
施
設
以
外
は
中
小
企
業
基
本

法
第
２
条
の
中
小
企
業
を
対
象

（
工
業
に
つ
い
て
は
従
業
員
数
２

０
０
人
以
下
に
限
る
）

申
請
期
限
　
１
月
31
日（
水
）

提
出
書
類

◯
申
請
書

◯
取
得
資
産
明
細
書

◯
公
害
防
止
に
関
す
る
概
要
書

◯
取
得
資
産
の
設
置
図（
建
物
の
場

合
は
位
置
図
な
ど
）

◯
指
定
施
設
の
場
合
は
、右
記
の
他

に
支
払
い
を
証
す
る
書
類
、施
設

の
概
要
及
び
効
果
に
関
す
る
書
類

※

様
式
な
ど
は
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
、ま
た
は
左

記
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◎
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　
商
工
農
林
課
商
工
観
光
係

　
☎
８
２―

３
１
１
１（
内
線
１
５
３
）

　
直
通
７
５―

６
２
０
７

　
昨
年
10
月
に
実
施
さ
れ
た
長
野
県

地
域
最
低
賃
金
の
改
正
に
続
い
て
、

長
野
県
内
の
特
定
の
産
業
で
働
く
労

働
者
に
適
用
さ
れ
る「
特
定（
産
業

別
）最
低
賃
金
」に
つ
い
て
も
改
正

さ
れ
ま
し
た
。

　
詳
し
く
は
、長
野
労
働
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、左
記

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

 

・
長
野
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

　
☎
０
２
６―

２
２
３―

０
５
５
５

 

・
長
野
労
働
基
準
監
督
署

　
☎
０
２
６―

２
２
３―

６
３
１
０

　
毎
年
こ
の
日
を
中
心
と
し
、全
国

的
に
文
化
財
防
火
運
動
が
展
開
さ
れ

ま
す
。町
内
で
も
、県
宝
旧
格
致
学

校
校
舎
な
ど
で
消
火
訓
練
や
通
報
訓

練
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
貴
重
な
文
化
財
を
火
災
の
被
害
か

ら
守
る
た
め
に
は
、所
有
者
・
管
理
者

の
努
力
だ
け
で
は
な
く
、地
域
の
皆

さ
ん
の
ご
協
力
が
必
要
で
す
。日
頃

よ
り
の
防
災
意
識
に
加
え
、周
辺
文

化
財
へ
の
ご
配
意
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
文
化
財
セ
ン
タ
ー

　
☎
８
２―

１
１
０
９

《
第
５
回
自
衛
官
候
補
生
》

資
格
　
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
者

受
付
期
限

　２
月
19
日（
月
）

試
験
日
　
Ｗ
Ｅ
Ｂ
試
験
：
２
月
25
日

　（
日
）〜
27
日（
火
）　
ほ
か

※

試
験
の
詳
細
は
左
記
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
自
衛
隊
長
野
地
方
協
力
本
部

　
☎
０
２
６―

２
３
５―

６
０
２
６

　
蜜
蜂
を
飼
育
さ
れ
る
方
は
趣
味
を

含
め
、毎
年
１
月
末
ま
で
に
、長
野

地
域
振
興
局
へ
養
蜂
振
興
法
第
３
条

の
規
定
に
も
と
づ
く「
蜜
蜂
飼
育
届
」

の
提
出
が
必
要
で
す
。蜜
蜂
飼
育
届

（
様
式
）は
、長
野
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。飼

育
場
所
の
地
番
が
わ
か
ら
な
い
場
合

は
、飼
育
場
所
を
示
し
た
地
図
を
添

付
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先

　
長
野
農
業
農
村
支
援
セ
ン
タ
ー
農

業
農
村
振
興
課

　
☎
０
２
６―

２
３
４―

９
５
１
４

　

国
民
健
康
保
険
税（
第
７
期
）

介
護
保
険
料（
第
７
期
）

納
期
限
は
１
月
31
日（
水
）

日
本
政
策
金
融
公
庫

▲令和４年度の様子

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら

相
続
登
記
の
申
請
義
務
化
に
向
け
た
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